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罹災証明書発行事務などを支援するため 

「平成 28年熊本地震」被災地に職員を派遣します 

 

 

 

 

 

  

本市では、「平成 28年熊本地震」により甚大な被害を受けた被災地を支援するため、4

月 18日に災害支援対策会議（総括者：副市長）を設置し、この間、紙おむつ・生理用品・

ボトル飲料水などの緊急救援物資の搬送や、義援金の送金を行ってまいりましたが、こ

の度、大阪府を通じた関西広域連合からの要請に応じ、罹災証明書の発行や家屋の被害

認定業務を支援するため、下記のとおり本市職員を被災地へ派遣することを決定し、本

日、出発式を執り行いましたのでお知らせします。 

記 

派遣期間 ： 平成 28年 5月 21日（土）～5月 27日（金）【１週間】 

派遣場所 ： 熊本県菊池郡大津町（おおづまち） 

従事内容 ： 罹災証明書発行事務及び家屋被害認定業務の支援 

派遣人員 ： 1名（総務市民部課税課家屋担当職員） 

［出 発 式］日    時 ： 平成 28年 5月 20日（金）午前 9時 

場    所 ： 本庁舎 2階 市長室                 

【問合せ先】危機管理課（災害支援対策会議事務局）  

                      ℡072－433－7082 

                      担 当： 高 笠（たかがさ）  


